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 海上保安庁への個人情報の提供について
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて先般、鹿児島県沖にて高速船海難事故が発生した際、海上保安庁がその負傷
 者を受け入れた複数の医療機関に対して、氏名や負傷の程度等について口頭による
 照会を行ったところ、個人情報保護を理由として断られたとする報道が一部でなさ
 れました。
 これを受け、小職が海上保安庁と協議を重ねてきた結果、本件に関して別紙のと
 おり、海上保安庁との間で合意を得ることができ、今般、同庁より本会に対して別
 添の協力依頼文書が発出されました。
 また、海上保安庁より各管区本部に対しても、海難発生時の負傷者に関する医療
 機関からの情報収集体制の構築について添付の通知が発出されております。上記別
 紙に示されているとおり、海難事故発生時における海上保安庁の情報収集に対する
 医療機関の個人情報の提供につきましては、個人情報の保護に関する法律第23条第
 1項第4号に該当するものと考えられます。
 つきましては、貴会におかれましては、本件についてご了知いただくとともに、
 海上保安庁への情報提供の仕組みづくりにつきご高配賜りますようよろしくお願い
 申し上げます。また、貴会管下医療機関への周知方につきましても併せてよろしく
 お願いいたします。
 併せて、海難災害に備えて平素より意思疎通や連携を図り・r顔の見える関係」を
 築くため、地域での災害対策協議会や防災訓練等において・海上保安庁に参加など
 を呼びかけていただければ幸甚に存じます。
 また、内陸地域の県医師会におかれましても、大事故や特殊災害等の際には患者
 の転送を受け入れることが予想されますので、本件についてご留意いただき、医師
 会ブ・ック単位等での協言難ご参加し1ただければ…幸甚に存じます一一H
 追って・r医療・嫌関興業…者に期る個人解の卸嫌拠のためのガイド
 ライン」及びそりQ興抑鮪即取拠1鱈船艦淳甥騨担当課とも
 協議済みであ』ることi奪一申し添えiます。、
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